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I. 車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置等の目的 
 

（１）重量超過車両等の取締りについて 

東日本高速道路(株)、中日本高速道路(株)、西日本高速道路(株)、首都高速道路(株)、阪神

高速道路(株)及び本州四国連絡高速道路(株)（以下、「高速道路６会社」という。）では、重量超

過等の違反が後を絶たず、道路を損傷又は著しく劣化させる要因となっていることを踏まえ、道

路構造物の保全、道路法令違反抑止及び安全走行の啓発を目的として、違反車両に対する指導

取締りとあわせ、以下のとおり、大口・多頻度割引制度において、車両制限令違反者に対する割

引停止措置等を実施しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

道路の構造を保全し又は交通の危険を防止するため、道路を通行する車両は、車両制限令に

より重量・寸法等の制限値が定められています。（道路法第 47条第 1項） 

この車両制限令に違反する車両のうち、特に重量超過車両は、国民の財産である道路を著し

く劣化させる要因となるだけではなく、速度低下、操作性低下など、重大事故を誘発する可能性

のある極めて危険な車両であり、厳しく取締る必要があります。 

高速道路６会社では、車両制限令違反車両を専門的に取締る部隊を組織し、日々、違反車両に

対する指導取締りを行うとともに、悪質な違反者につきましては、別途、独立行政法人日本高速

道路保有・債務返済機構と高速道路６会社連名による文書警告や車両制限令違反者講習会に悪

質違反者（社）の責任者を招請して対面指導を行うなど、違反撲滅に向けた取り組みを行ってい

るところです。 
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（2）重量超過等違反車両による影響 

車両の重量が道路構造物に及ぼす影響は、重量の１２乗（道路橋の床版の場合）といわれてい

ます。仮に、大型車両１台が、制限値である軸重１０トンよりも２トン超過した場合は、床版に対し

ては約９台分[（１２/１０）の１２乗]の疲労が蓄積されることになり、少しの重量オーバーでも大き

な影響を与えます。 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土交通省 

（3）車両制限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置の概要 

 重量等を超過する違反車両の通行が後を絶たず、道路を損傷又は著しく劣化させる要因とな

っていることを踏まえ、車両制限令違反者に対して、その違反の程度に応じて点数を付与し、累

積違反点数が一定の点数に達した場合等には、ETCコーポレートカード利用約款（以下、「利用

約款」という。）第２３条他に基づき契約者（契約者が事業協同組合である場合、該当の違反を行

った組合員が使用するカード）に対して、大口・多頻度割引停止等の措置を講じています。 

 

II. 違反点数 
（１）違反点数とは 

 高速道路 6会社は、管理する道路において現地取締り又は自動軸重計を用いた計測により車

両制限令違反を確認し、書面による警告、措置命令又は軸重超過走行の通知を行った場合は、

利用約款に基づき、車両を運行した事業者に対し、「違反点数」を付与します。警告や措置命令等

の用語の定義は別紙①をご参照ください。 

違反点数区分について 

 

違反種別 点数 

警告相当 ３点 

措置命令Ａ相当 ５点 

措置命令Ｂ又はＣ相当 １５点 

措置命令相当かつ 

基準値の２倍以上の 

重量超過 

３０点 

軸重超過走行 

（自動軸重計による計測） 
（１走行につき）3点 
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（２）違反点数加算について 

⚫ 違反点数については別紙①を、詳細な点数基準については別紙②をご参照ください。 

⚫ 自動軸重計による計測の場合は、違反点数を記した「軸重超過走行及び点数通知書」が郵

送されます。 

⚫ 寸法、重量など、複数の車両諸元で違反があった場合は、それぞれの実測値に応じた点数

が合算されます。詳しくは別紙③をご参照ください。 

 

⚫ 違反点数は、大口・多頻度割引制度を契約していない事業者に対しても付与します。 

 

 

III. 違反点数の累積期間と集計単位 
 

（１）違反点数の累積期間について 

違反点数の累積期間は、前年度の 4月 1日を起算日とする２年度間です。また、点数付与日の

考え方は以下の通りです。 

現地取締り：違反走行の取締り日 

自動軸重計：高速道路会社から送付した「軸重超過走行及び点数通知書」の内容が確定した日 

例）２０２４年２月１４日に軸重超過走行があり、「軸重超過走行及び点数通知書」によって通知さ

れた内容の確定が２０２４年４月２０日の場合…違反確定日となった「２０２４年４月２０日」が点

数付与日となり、２０２６年 3月３１日まで累積することになります。 

 

（２）累積違反点数について 

違反点数の累積については、「事業者単位」で累積されます。 
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IV. 累積違反点数に応じた割引停止措置等 
 

（１）割引停止措置等について 

⚫ 利用約款別表４において、６０点、９０点、１２０点など、累積違反点数に応じた割引停止措置

等を定めており、それぞれの措置の基準となる累積違反点数に達するごとに、措置を適用し

ます。なお当該措置は、首都高速道路㈱、阪神高速道路㈱及び本州四国連絡高速道路㈱の営

業規則に基づき、各社が管理する道路においても適用されます。 

⚫ 車両制限令に違反し、高速道路会社が告発を行った場合は、累積違反点数にかかわらず、「一

部割引停止（１か月以上）」を適用します。 

⚫ 違反点数は事業者単位で２年度間累積するため、累積期間途中で割引停止措置等の対象と

なり、措置が適用された場合でも点数のクリアとはなりません。累積違反点数に応じた割引

停止措置等の考え方については、別紙④をご覧ください。 

 

⚫ 一度の集計により、それぞれの基準に達した場合は（例：一度の集計で累積１２０点となった

場合、６０、９０、１２０点に到達）、累積点数に応じた、一部割引停止措置（１か月＋２か月）及び

一部利用停止措置（１か月）を全て適用します。 

⚫ 累積違反点数１８０点 ⇒ 一部利用停止（３か月）、２１０点 ⇒ 一部利用停止（４か月）などの

ように累積違反点数１５０点を超える場合も、３０点ごとに一部利用停止期間が１か月ずつ延

長されます。 

⚫ 利用約款第 3条第 3項第四号により大口・多頻度割引制度に加入していない事業者が、累

積違反点数 60点以上に到達した場合は、その時点から 1年間、大口・多頻度割引制度への

加入申込の受け付けを拒否します。 

 

（２）累積違反点数の累積と措置内容 

累積違反点数 措置内容 

３０点 講習会等による指導 

６０点 
一部割引停止 

（１か月） 

９０点 
一部割引停止 

（２か月） 

１２０点 
一部利用停止 

（１か月） 

１５０点 
一部利用停止 

（２か月） 
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（３）割引停止措置、利用停止措置等の内容 

区分 措置内容 

一部割引停止 契約者のカードの一部について割引を停止するもの。 

一部利用停止 契約者のカードの一部について利用を停止するもの。 

全部割引停止 契約者のカードの全部について割引を停止するもの。 

全部利用停止 契約者のカードの全部について利用を停止するもの。 

契約資格取消し 契約者の資格を取り消すもの。 

 

⚫ 「契約者のカードの一部」とは、契約者が法人の場合は「違反したカード利用者の所属する事

業所・支店」を、契約者が事業協同組合の場合は、「違反したカード利用者が所属する組合員

のカードの全部」を指します。 

（例）組合員 Bが累積違反点数 60点となり、所属するα事業協同組合が一部割引停止措

置となる場合 

 

 

 

組合員 Bが保持している５枚のカードが割引停止になります。 

（組合員 A・Cは割引停止の対象外です） 

 

⚫ 「契約者のカードの全部」とは、契約者が法人の場合は法人のカード全部を、契約者が事業

協同組合の場合は、事業協同組合のカード全部を指します。 

⚫ 車両制限令違反の累積点数によって、全部割引停止、全部利用停止、資格取り消しを適用す

る場合は、カードの割引停止の期間中又は利用停止の期間中に、その期間中における新た

な違反の累積点数が「1ヶ月間に 10点」以上の場合を対象とします。 

 

  

組合員 A 

カード 10枚発行 

組合員 B 

カード５枚発行 

組合員C 

カード 20枚発行 
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違反点数及び用語の定義 

（１） 違反点数について 

諸元 

違反点数 

３点 ５点 １５点 ３０点 

総重量 警告相当 措置命令Ａ相当 

措置命令 

Ｂ又はＣ相当 

 

 

措置命令相当かつ 

基準値の２倍以上の 

超過違反 

軸重 警告相当 
軸重超過走行 

（自動軸重計に 

よる計測） 

  

高さ 

警告相当 措置命令Ａ相当 幅 

長さ  

 

（２） 用語の定義 

用語 内容 

警告 車両制限令違反車両のうち、措置命令の発出基準に至らない違反に対する行政指導 

措置命令Ａ 
法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所から流出させる行政処

分 

措置命令Ｂ 

法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、当該車両

の諸元を車両制限令に規定する制限値（通行許可を受けている場合はその許可値）以

下になるよう、積荷貨物の分割等により軽減させる行政処分 

措置命令Ｃ 
法定速度を遵守し、可能な限り低速で走行のうえ、指定する場所まで移動し、必要な通

行許可を受けるまでの間、当該車両をその場に留め置く行政処分 

軸重超過走行 
高速道路会社が設置する自動軸重計にて、軸重超過走行の計測を確認した場合（１走行

につき３点を付与） 

 

【措置命令】  

道路法（以下、「法」という。）第 47条の 14に基づく行政処分。 

法第４７条第２項の規定に違反し、又は同条第１項の政令で定める最高限度（車両制限令第３条

に規定する車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度をいう。）を超える車両の

通行に関し、法第４７条の２第１項の規定により付した条件に違反して車両を通行させている者

等に対して行う。 

別紙① 
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点数基準表 

１． 単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの 

 

（１）総重量（ｔ） 
諸元 点数 

道路 最遠軸距（ｍ） 車長（ｍ） 車種 3点 5点 15点 30点 

高速自動車国道・ 

一般有料道路等 

（指定道路内） 

～5.5未満 問わず 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

5.5～7未満 ～9未満 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

5.5～7未満 9～ 

単車 22超～24.2 24.2超～30 30超～44未満 44～ 

２軸牽引車 22超～24.2 24.2超～37 37超～44未満 44～ 

３軸牽引車 22超～24.2 24.2超～42 42超～44未満 44～ 

7～ ～9未満 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

7～ 9～11未満 

単車 22超～24.2 24.2超～30 30超～44未満 44～ 

２軸牽引車 22超～24.2 24.2超～37 37超～44未満 44～ 

３軸牽引車 22超～24.2 24.2超～42 42超～44未満 44～ 

7～ 11～ 

単車 25超～27.5 27.5超～30 30超～50未満 50～ 

２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

一般有料道路等 

（指定道路外） 
- - 

単車 20超～22 22超～30 30超～40未満 40～ 

２軸牽引車 20超～22 22超～37 37超～40未満 40～ 

３軸牽引車 20超～22 22超～40未満 - 40～ 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 
 

 

 

（２）軸重（ｔ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 10超～15 - 15超～ - 

 

 

 

（３）高さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

指定道路内 4.1超～4.2 4.2超～4.5 4.5超～ - 

指定道路外 3.8超～3.9 3.9超～4.3 4.3超～ - 

 

 

 

（４）幅（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 2.5超～2.6 2.6超～3.25 3.25超～ - 

 

 

 

（５）長さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 はみ出し 車種 3点 5点 15点 30点 

- - 単車 12超～13 13超～ - - 

高速自動車国道 

あり 
セミトレーラ 12超～13 13超～ - - 

フルトレーラ 12超～13 13超～ - - 

なし 
セミトレーラ 16.5超～17.5 17.5超～ - - 

フルトレーラ 18超～19 19超～ - - 

一般有料道路等 - - 12超～13 13超～ - - 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙② 
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２．セミトレーラ及びフルトレーラ（特例車種） 

※特例車種とは、車両制限令第３条第２項に定めるセミトレーラ連結車及びフルトレーラ連結車が該当します。 

 

（１）総重量（ｔ） 
諸元 点数 

道路 
最遠軸距（ｍ） 

車種 3点 5点 15点 30点 
以上 未満 

高速自動車国道 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

9 10 
２軸牽引車 26超～28.6 28.6超～37 37超～52未満 52～ 

３軸牽引車 26超～28.6 28.6超～42 42超～52未満 52～ 

10 11 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

11 12 
２軸牽引車 29超～31.9 31.9超～37 37超～58未満 58～ 

３軸牽引車 29超～31.9 31.9超～42 42超～58未満 58～ 

12 13 
２軸牽引車 30超～33 33超～37 37超～60未満 60～ 

３軸牽引車 30超～33 33超～42 42超～60未満 60～ 

13 14 
２軸牽引車 32超～35.2 35.2超～37 37超～64未満 64～ 

３軸牽引車 32超～35.2 35.2超～42 42超～64未満 64～ 

14 15 
２軸牽引車 33超～36.3 36.3超～37 37超～66未満 66～ 

３軸牽引車 33超～36.3 36.3超～42 42超～66未満 66～ 

15 15.5 
２軸牽引車 35超～37 - 37超～70未満 70～ 

３軸牽引車 35超～38.5 38.5超～42 42超～70未満 70～ 

15.5 ～ 
２軸牽引車 36超～37 - 37超～72未満 72～ 

３軸牽引車 36超～39.6 39.6超～42 42超～72未満 72～ 

 
諸元 点数 

道路 
最遠軸距（ｍ） 

車種 3点 5点 15点 30点 
以上 未満 

一般有料道路等 

（指定道路内） 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 25超～27.5 27.5超～37 37超～50未満 50～ 

３軸牽引車 25超～27.5 27.5超～42 42超～50未満 50～ 

9 10 
２軸牽引車 26超～28.6 28.6超～37 37超～52未満 52～ 

３軸牽引車 26超～28.6 28.6超～42 42超～52未満 52～ 

10 ～ 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

一般有料道路等 

（指定道路外） 

～ 8 
２軸牽引車 

特例車種以外と同様 
３軸牽引車 

8 9 
２軸牽引車 24超～26.4 26.4超～37 37超～48未満 48～ 

３軸牽引車 24超～26.4 26.4超～42 42超～48未満 48～ 

9 10 
２軸牽引車 25.5超～28.05 28.05超～37 37超～51未満 51～ 

３軸牽引車 25.5超～28.05 28.05超～42 42超～51未満 51～ 

10 ～ 
２軸牽引車 27超～29.7 29.7超～37 37超～54未満 54～ 

３軸牽引車 27超～29.7 29.7超～42 42超～54未満 54～ 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 

 

 

（２）軸重（ｔ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 10超～15 - 15超～ - 

 

（３）高さ（ｍ） 
諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

指定道路内 4.1超～4.2 4.2超～4.5 4.5超～ - 

指定道路外 3.8超～3.9 3.9超～4.3 4.3超～ - 

 
（４）幅（ｍ） 

諸元 点数 

道路 3点 5点 15点 30点 

全て 2.5超～2.6 2.6超～3.25 3.25超～ - 

 

（５）長さ（ｍ） 

諸元 点数 

道路 はみ出し 車種 3点 5点 15点 30点 

高速自動車国道 

あり 
セミトレーラ 12超～13 13超～ - - 

フルトレーラ 12超～13 13超～ - - 

なし 
セミトレーラ 16.5超～17.5 17.5超～ - - 

フルトレーラ 18超～19 19超～ - - 

一般有料道路等 - - 12超～13 13超～ - - 

表中の「一般有料道路等」は、本四高速、首都高速、阪神高速を含みます。 
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≪違反点数解説≫ 

 

例①  

各違反点数の考え方は以下のとおりとなります。（参考：点数基準表（例①）） 

 

① 『総重量超過』に関する違反点数 

車両の実測総重量は 25,500ｋｇ（25.5ｔ）、最遠軸距が 7.1ｍ、車長が 11.64ｍなので、点数

基準表では赤枠で示した『警告相当：３点』となります。 

 

② 『幅違反』に関する違反点数 

車両の実測の幅は 2.55ｍなので、点数基準表では青枠で示した『警告相当：３点』となります。 

 

この場合、上記①、②の合計で違反点数は 6点となります。 

  

前提条件 

➢ 大型トラック（３軸車） 

➢ 車両の実測総重量は 25,500kg（25.5t） 

➢ 車長（積載物含む）は 11.64ｍ（最遠軸距は 7.1ｍ） 

➢ 車幅は 2.55ｍ 

➢ 積載物のはみ出し無し 

➢ 特殊車両通行許可証又は回答書は未取得 

別紙③ 
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…3点① 

…3点② 

※実際の警告書には違反点数等は記載されておりません。 
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参考：点数基準表（例①） 

単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの 

  

 

 

  

①  

② 

①  
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例②  

各違反点数の考え方は以下のとおりとなります。（参考：点数基準表（例②）） 

① 『総重量超過』に関する違反点数 

車両の実測総重量は 53,500ｋｇ（53.5ｔ）、最遠軸距が 10.4ｍ、車長が 17.5ｍなので、点数

基準表では赤枠で示した『基準値の 2倍以上の超過違反：３０点』となります。 

② 『軸重違反』に関する違反点数 

車両の実測軸重は 12,200ｋｇ（12.2ｔ）なので、点数基準表では黄枠で示した『警告相当：３点』

に該当しますが、この例では総重量超過もあり、基準値の 2倍以上の超過違反で３０点に該当し

ていることから、重さ関係（①と②）で違反点数が高い①の３０点を加算することとなります。 

③ 『幅違反』に関する違反点数 

車両の実測幅は 3.25ｍなので、点数基準表では緑枠で示した『措置命令 A相当：５点』となり

ます。 

④ 『長さ違反』に関する違反点数 

車両の実測の長さは 17.5ｍなので点数基準表では青枠で示した『警告相当：３点』となります。 

⑤ 『高さ違反』に関する違反点数 

車両の実測の高さは 4.2ｍなので、点数基準表では紫枠で示した『警告相当：３点』となります。 

この場合、上記①及び③～⑤の合計で違反点数は４１点となります。 

※特殊車両通行許可証の扱いについて 

例②の違反のように、許可証記載の通行経路以外を通行している場合や、重量等の車両諸元を

超えている場合、その許可証については無効扱いとなります。  

前提条件 

➢ 重量物運搬用セミトレーラ（トラクタ３軸・トレーラ３軸） 

➢ 車両の実測総重量は 53,500kg（53.5t） 

➢ 車両の実測軸重は 12,200kg（12．2ｔ） 

➢ 車長（積載物含む）は、17.5ｍ（最遠軸距は 10.4ｍ） 

➢ トレーラの車幅（積載物含む）は 3.25m 

➢ 車高（積載物含む）は 4.2m 

➢ 積載物のはみ出しなし 

➢ 総重量について 42,000ｋｇ（42.0ｔ）までの許可証を携行していたものの、許可さ

れた通行経路と異なる経路を走行しており、取締りにて違反が判明した場合 
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※上記例の場合、重さ関係の違反である「①基準値の 2倍以上の超過違反（３０点）」と「②軸

重違反（３点）」の両方に該当していますが、重さ関係（①と②）については、違反点数が高い方の

みを加算するため、今回は、①の３０点のみを加算し、②の３点については違反点数の集計から

除きます。 

この他、発出された措置命令書の違反合計点数が分かるよう違反点数通知書を配布します。

※実際の措置命令書には違反点数等は記載されておりません。 
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参考：点数基準表（例②） 
 単車、セミトレーラ及びフルトレーラのうち特例車種以外のもの 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

⑤ 

④ 
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割引停止措置等と累積違反点数と利用約款に基づく警告に至るまでのイメージ 

違反点数については、２年度間の累積期間を設け、事業者ごとに違反点数を計算します。累積

状況に応じて割引停止措置、利用停止措置等が適用され、違反点数の累積により割引停止措

置等の適用が決定した場合、利用約款に基づく契約者に対する警告が行われます。 

  

 

 

※当初の累積期間 2024年 4月 1日から 2026年 3月 31日までの２年度間とし、以降は１

年度ずつずらし２年度間を設定します。 

（上記期間の場合、次期２年度間は 2025年 4月 1日から 2027年 3月 31日） 

  

【イメージ例】 ※違反点数は組合員、会社ごとに累積します。

年

月 4 5 7 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 3 5 7 8 9

違反30点付与 違反30点付与 違反60点付与 違反30点付与

累積期間①
（2024.4.1
起算）

累積期間②
（2025.4.1
起算）

累積90点

・累積１２０点による一部利用停止（１か
月）＋累積９０点による一部割引停止（２か
月）の実施
・利用約款に基づく警告（２回目）
・カードの追加発行不可（３か月）

・累積９０点により一部割引停止（２
か月）の実施
・利用約款に基づく警告（３回目）
・２年度間の累積3回目警告の全部割引
停止
・カードの追加発行不可（２か月）

・利用約款に基づく警告（３回目）
・２年度間の累積3回目警告の全部割引
停止（組合員全員）
・カードの追加発行不可（２か月）

・累積９０点により一部割引停止
（２か月）の実施

累積なし 累積30点 累積60点 累積120点

累積60点

車限令違反点数

（※）

▼ ▼ ▼ ▼

2024年度 2025年度 2026年度

6 11 1 4 6

措置内容
（法人・個人契

約）

・累積30点により、講習会呼び
出し等の実施

・累積６０点により一部割引停止（１か月）

の実施

・利用約款に基づく警告（１回目）

・カードの追加発行不可（１か月）

措置内容
（組合）

・組合員の累積30点により、講
習会呼び出し等の実施

・利用約款に基づく警告（１回目）
・カードの追加発行不可（１か月）

・利用約款に基づく警告（２回目）
・カードの追加発行不可（３か月）

措置内容
（組合員）

・累積30点により、講習会呼び
出し等の実施

・累積１２０点による一部利用停止（１か
月）＋累積９０点による一部割引停止（２か
月）の実施

・累積６０点により一部割引停止
（１か月）の実施

 

別紙④ 



 

17  

V. よくいただくご質問 

 

１． 違反点数加算と累積について 
 

問 1 事業協同組合の組合員である違反会社が組合を脱退した場合、違反会社の累積点数は組

合を脱退した後も継続されますか。違反会社が別の組合に再加入する場合、点数は引き継がれ

ますか。 

 

契約者が事業協同組合の場合、違反点数は事業者単位で２年度間累積しますので、組合加入

の有無及び組合の所属状況は累積点数に影響しません。よって、ご質問のような場合（ある違反

会社が組合Ａを脱退し、組合Ｂに再加入する場合など）でも、その違反会社に累積した違反点数

はそのままとなります。 

※組合には、違反点数が累積しません。また組合員の点数合計で措置が実施されることはあり

ません。 

 

問 2 ETCコーポレートカード契約者がＥＴＣコーポレートカードではなく、現金又は信販会社

が発行するＥＴＣカードで支払いを行った走行の際の違反でも違反点数の加算対象となります

か。 

ETCコーポレートカード利用約款第２３条第１項第四号で「カード利用者」が車両制限令違反

をした場合、割引停止措置等を行う旨を定めております。「カード利用者」は、同約款第１５条第２

項に定めているとおり、支払手段が条件ではありません。なお、首都高速道路㈱、阪神高速道路

㈱、本州四国連絡高速道路㈱も各社の営業規則に基づき、支払手段を条件としておりません。そ

のため、支払い手段によらず、違反点数は加算対象となります。 

 

「カード利用者」 

一 カード上に氏名又は名称が表示された契約者 

二 カード上に氏名又は名称が表示された契約者の使用人その他の従業者 

三 契約者が事業協同組合である場合は、カード上に名称が表示された組合員 

四 契約者が事業協同組合である場合は、カード上に名称が表示された組合員の使用人その

他の従業者 

（ETCコーポレートカード利用約款第１５条より引用） 

 

２．割引停止等措置の適用について 
 

問 3 過去一度、累積点数が 30点超過につき違反者講習会を受講したものの、累積期間の変

更に伴い点数が一度 30点を下回った。しかし、再度違反により 30点を超過し、違反者講習会

の通知が届いた。この場合は再度講習会を受講する必要があるのか。 

違反者講習会を受講する必要があります。各高速道路会社から講習会の参加通知を送付しま

すので、通知が届いた際は必ず違反者講習会への参加をお願いいたします。 
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VI. お問い合わせ窓口 

 

■車限令違反者に対する大口・多頻度割引停止措置に関するお問い合わせ 

下記のリンク先（関東地方整備局ホームページ）より、各高速道路会社の特車許可窓口をご確

認のうえお問い合わせください。 

【高速道路会社 特車許可窓口】 

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/road_sinsei00000063.html 

受付時間：9：30～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く平日） 

※お問い合わせの際は、はじめに「車両制限令違反による大口・多頻度割引停止措置に関する問

い合わせ」である旨をお伝えください。 

■個別の車両制限令違反に関するお問い合わせ 

個別の車両制限令違反に対するご質問については、取締り時にお渡しした書類や、軸重超過

走行及び点数通知書に記載されている連絡先にお問い合わせください。 

 

■大口・多頻度割引制度及びETCコーポレートカードに関するご質問について 

お客さまがご契約されている ETCコーポレートカード取扱窓口にお問い合わせください。 


